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 （単位：千円）

※企業会計は、収益的支出と資本的支出の合計を記載しています。
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令和5年度7月補正予算の概要

一般会計補正予算（第3号）は、帯状疱疹の任意予防接
種費用の一部助成に係る経費、東員第一中学校建設事
業に係る経費について、補正予算を編成するものです。

補正後予算額

一 般 会 計

国民健康保険

655,139655,139

■繰越金 10，678千円
財源調整として10，678千円増額する

■成人予防接種事業費 ４，４２５千円
過去に水痘（水ぼうそう）に罹患した人の体内に潜伏するウイルスが、加齢や
過労、ストレスによる免疫力の低下により再活性化することで発症する帯状
疱疹を予防するため、ワクチンの任意予防接種を受ける50歳以上の住民を
対象に、接種費用の一部を助成する

■施設整備費(中学校費) 6，253千円
東員第一中学校建設事業を設計・施工一括発注方式（ＤＢ方式）により実施
するための事業者選定支援の委託、都市計画事業認定の申請等の委託、用
地・建物等の鑑定評価（時点修正）等を行う

一般会計の歳出予算のポイント

●一般会計
地方公共団体の基本的な経費が中心として計上され、その意味では地方公共
団体存立の目的を達成するために要する経費を経理する会計です。

●特別会計
一般会計に対し、特定の歳入歳出を一般の歳入歳出として区分して別個に処
理するための会計です。

●企業会計
一般的には、株式会社等の民間企業における会計であり、地方財政上は、地方
公営企業法の全部または一部の適用を受ける公営企業の会計です。

一般会計の歳入予算のポイント
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